
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和4年5月6日 令和4年5月19日

飲食店の協力金の不正受給対策
として罰則がある事が不正受給
対策としていた為に、多くの不
正受給申請が多かった為に、性
善説の申請受け付けをやめて、
性悪説に変えた為に、多くの関
係のない業者への支給を遅らせ
たのはなぜなのかわかる文書

不存在 号 経済戦略局 産業振興課

令和4年5月17日 令和4年5月31日

（１）大阪市立芸術創造館指定
管理業務基本協定書
（２）令和４年度　大阪市立芸
術創造館指定管理業務年度協定
書
（３）業務責任者通知書
（４）業務従事者通知書
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